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業務及び財産の状況に関する説明書類 

第 55 期 令和６年７月 1 日 から 令和７年６月 30 日まで 

 

 

令和 7 年 9 月 12 日作成 (公衆縦覧の開始日) 

監査法人名： 太陽有限責任監査法人 

所 在 地： 東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号 

代 表 者： 山田 茂善 

 

一．業務の概況 

１. 監査法人の目的及び沿革 

  （1）監査法人の目的 

    当監査法人は、次の各号の業務を行うことを目的としております。 

1. 公認会計士法第 2 条第 1 項の業務 

2. 公認会計士法第 2 条第 2 項の業務 

3. 公認会計士試験に合格した者に対する実務補習 

   

（2）監査法人の沿革 

昭和 46 年 9 月  6 日 出資金 9 百万円で太陽監査法人を設立 

昭和 59 年 5 月 25 日 従たる事務所として大阪事務所を設立 

平成 13 年 4 月 2 日 従たる事務所として神戸事務所を設立 

平成 18 年 1 月 1 日 ＡＳＧ監査法人と合併し太陽ＡＳＧ監査法人に名称変更 

           東京都千代田区に永田オフィス、 

           大阪府大阪市中央区に大阪南オフィスが増加 

平成 18 年 9 月 25 日 主たる事務所を統合移転し、本部・東京事務所とする 

平成 18 年 11 月 20 日 大阪、神戸の従たる事務所を統合、大阪事務所とする 

平成 20 年 7 月 15 日 有限責任監査法人となる 

平成 20 年 7 月 31 日 従たる事務所として名古屋事務所を設立 

平成 24 年 7 月 1 日 永昌監査法人と合併、従たる事務所として北陸事務所を設立 

平成 25 年 10 月 1 日 霞が関監査法人と合併する 

平成 26 年 10 月 1 日 太陽有限責任監査法人に名称変更  

平成 30 年 7 月 2 日 優成監査法人と合併する 

主たる事務所である本部・東京事務所を統合移転 

従たる事務所として札幌事務所、東北事務所、新潟事務所、中国・四国         

事務所、九州事務所を設立 

 

２. 無限責任監査法人又は有限責任監査法人のいずれであるかの別 

当監査法人は、公認会計士法第１条の３第４項に定める有限責任監査法人です。 

 

３. 業務の内容 

(1) 業務概要 

監査証明業務全体で６社減少いたしました。 

金商法・会社法監査は 13 社、会社法監査は５社、その他の法定監査は１社増加いたしまし

た。 

金商法監査、学校法人法監査はそれぞれ１社、その他の任意監査が 23 社減少いたしまし

た。 
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(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項 

該当なし 

 

(3) 監査証明業務の状況 

※ 令和７年６月 30 日現在 

(会計年度末日) 

種 別 
被監査会社等の数 

総数 内大会社等の数 

① 金商法・会社法監査 363 社 360 社 

② 金商法監査 22  8  

③ 会社法監査 159  14  

④ 学校法人監査 44  0  

⑤ 労働組合監査 4  0  

⑥ その他の法定監査 190  6  

⑦ その他の任意監査 331  0  

計 1,113  388  

 

(4) 非監査証明業務の状況 

区 分 総数 内大会社等の数 

対象会社等数 422 社 42 社 
 

４. 業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

(1) 業務の執行の適正を確保するための措置 

  ① 経営の基本方針 

当法人は、当法人の構成員が共有する価値観として以下の「３つの価値観」を定めており、

これらの価値観に基づいて組織や業務管理態勢、品質管理態勢の向上を進めることを長期的

な法人全体の運営の在り方として位置付けております。 

 

３つの価値観 

「公共財の提供者であること」 

「監査の結果に責任を持つこと」 

「社会性・国際性を発揮すること」 

３つの価値観の中で最も重視している「公共財の提供者であること」とは、監査が公認会

計士のみに任された業務であるという社会的使命を重く受け止め、資本市場における投資家

保護を念頭において正しい監査上の判断基準を持ち続けることによって公共の利益を追求し

続けようとする基本的な考え方を意味しております。 

「監査の結果に責任を持つこと」とは、監査の結果に対し全責任を負う自覚を持って専門

家としての判断を行うこと、「社会性・国際性を発揮すること」とは、専門家としての責任あ

る判断を行うためには、会計・監査だけではなくより幅広い分野の知識・経験が必要であり、

これらを習得する機会を職員に数多く与え、身に付けさせることをそれぞれ表しております。 

この「３つの価値観」を経営理念と整合するように監査法人の組織設計を行うことが重要

であると認識しております。監査業務を公共財として位置付け、社会の期待に応えようとす

る価値観を実際の業務運営に強く反映させるため、当法人では、業務内容を原則として監査

証明業務に特化する方針としております。 

これにより、当法人における全ての経営上の判断を監査品質の向上の観点から行い、経営

資源を持続的な監査品質の向上のために集中させることができると考えております。 
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② 経営管理に関する措置 

当法人を代表する総括代表社員は、代表社員の中から総社員の過半数の同意をもって選任

しております。総括代表社員に求められる資質としては、監査業務の深度ある経験と中長期

的な環境の変化に関する洞察力を有し、監査品質の重要性と当法人の価値観を高度に理解し、

当法人の進むべき方向を見極め、強いリーダーシップを発揮できることと考えております。 

また、当法人の経営に関する重要事項を協議する機関として、経営会議及び執行会議を設

けております。2023 年７月 1 日以降、経営会議の構成員は、総括代表社員、経営管理本部長

及び品質管理本部長であり、また、執行会議の構成員は、経営管理本部長、品質管理本部長、

人事部長、経営企画部長、国際部長、監査支援部長、品質管理部長、審査部長、東京事務所長

及び大阪事務所長となっております。 

各本部長の選任にあたっては、経営会議での協議を経て、総括代表社員がシニアパートナ

ーの中から任命し、人事評議会に報告したうえで決定しております。また、各部長、室長及

び事務所長の選任にあたっては、経営会議において決定することとしております。 

 

③ 法令遵守に関する措置 

内部管理体制についての基本的な方針と手続は、基本規程集及び品質管理規程集に定めて

おります。 

法令等遵守体制について、現状では、法令違反行為に該当するかを確認する等の相談につ

いては経営管理本部において対応しており、必要に応じて法律顧問等の専門家に相談するこ

ととしております。 

法令等の違反事項に限りませんが、通報に関しても通報規程を定めております。また、就

業規則及び社員規程においても、法令違反については懲戒処分条項を置いており、相当の懲

戒処分ができることになっております。就業規則及び社員規程の周知徹底と併せて適宜研修

等の実施により注意喚起を行っております。 

 

④ その他 

【監査業務のサポート体制】 

当法人では、各業務執行社員や監査チームがそれぞれの職業的懐疑心を保持・発揮し易い

ように、組織横断的に監査業務をサポートするための組織や人事機能、規程等を整備してお

ります。この観点から、品質管理部、不正・リスク対応室、監査支援部、国際部、業務推進

室、IPO 統括支援室、非営利統括支援室、IT 監査室、ナレッジ室を設置し、個別監査業務を

サポートしております。 

 

【内部監査体制】 

2024 年６月期の内部監査は、日常的監視の一環として、リスク管理委員会が実施すること

としており、主として、改訂「監査に関する品質管理基準」（品基報１）の枠組みを活用し、

以下の品質管理のシステムの整備及び運用状況の評価を実施することで行うこととしており

ます。 

・監査事務所のリスク評価プロセス 

・ガバナンス及びリーダーシップ 

・職業倫理及び独立性 

・監査契約の新規の締結及び更新 

・業務の実施 

・監査事務所の業務運営に関する資源 

・情報と伝達 

・品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス 
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・監査事務所間の引継 

 

【モニタリング体制】 

当法人の経営執行に関するモニタリング体制としては、総括代表社員やその他の経営執行

機関から独立性の高い監督・評価機関を設置することを重視して、経営管理や監査業務の執

行権限を有さないこととしている会長を監督・評価機関として設置しております。また、そ

の委員の過半数を社外有識者とする経営評議会を設置し、総括代表社員その他の経営執行機

関の活動及び法人の運営に関する監督・評価を行っております。 

より日常的かつ詳細には、会長の下に法人運営に関する重要なリスクに関する事項はリス

ク管理評議会、人事・組織に関する重要な事項は人事評議会を設置して、総括代表社員その

他の経営執行機関の法人運営についてモニタリングする体制としております。また、経営評

議会、リスク管理評議会及び人事評議会の事務局として担当部長と特定社員（会計・監査の

分野で長年の行政実務経験を有する者）を配置しており、会長及び経営評議会委員による経

営執行に関するモニタリングを補佐しております。 

 

 

(2) 上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質 

の管理を行う専任の部門の設置又は主として従事する公認会計士（以下「専担者」という。）の選 

任の状況 

  ① 専任の部門の設置又は専担者の選任の状況 

品質管理を行う専任の部門として、品質管理本部を設置しております。また、品質管理本

部の下に品質管理部、審査部、監査業務点検室及び不正・リスク対応室を設置しております。 

上記の部門の役割は、以下のとおりであり、品質管理本部はこれらの部門を統括しておりま

す。 

① 品質管理部 

監査業務及び非監査業務の品質管理の制度設計及び運用 

② 審査室 

審査会及び上級審査会の運営並びに業務の審査の管理 

③ 監査業務点検室 

品質管理システムに関するモニタリング活動（監査業務の定期的なモニタリングを含

む） 

④ 不正・リスク対応室 

監査業務における不正リスクに関する情報を収集し不正リスクへの対応及び発覚し

た不正等のリスク案件への対応 

 

② 専任の部門又は専担者と、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を行うための部門等と 

 の間における独立性の確保の状況 

品質管理本部は、本部組織として位置付けられており、監査部門から独立しております。 

なお、品質管理本部長、品質管理部長及び審査部長は、主として品質管理業務に従事し、

上記以外の社員については、あらかじめ定められた計画時間のうち品質管理業務に従事する

時間を定めて従事する方針としております。また、社員以外の専門要員（専任者を除く。）に

ついても、同様であります。 

 

(3) 業務の品質の管理の状況等の評価 

① 基準日（会計年度中の一定の日） 

６月 30 日 
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② 業務の品質の管理の目的 

当法人は、品質管理基準第 1 号「監査事務所における品質管理」が適用される監査業務等

に関し、以下の事項について合理的な保証を提供することを目的として、品質管理システム

の整備及び運用の整備及び運用を行っております。 

① 当法人及び専門要員が、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に従って自

らの責任を果たすとともに、当該基準及び法令等に従って監査業務等を実施すること。 

② 当法人又は監査責任者が状況に応じた適切な監査報告書等を発行すること。 

 

③ 基準日における業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 

ア. 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持 

当監査法人では、品質管理本部長が職業倫理及び独立性の遵守の運用に関する責任

を負っており、職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保するため、社員

及び職員の独立性確認手続等を実施し、その実施状況とその結果について年１回総括

代表社員に報告することとしています。また、品質管理本部内の品質管理部を職業倫

理及び独立性の遵守の運用に関する担当部署としています。 

 

＜職業倫理＞ 

当監査法人は、日本公認会計士協会が定める「倫理規則」及び関連する規範を遵守

すべく、職業倫理に関する規程を定めています。品質管理部は、社員及び職員が職業

倫理に関する規定を理解し、職業倫理に関する規定に関連する責任を果たすことがで

きるよう、研修等を実施することにより、「倫理規則」等の遵守について周知徹底を図

っています。 

 

＜独立性＞ 

当監査法人は、独立性に関する法令及び日本公認会計士協会が定める規範、並びに

当監査法人が加盟している国際会計事務所組織である Grant Thornton International 

Limited（以下、「GTIL」という。）の国際水準の独立性に関する方針を遵守すべく、当

監査法人の規程を定めており、それに基づき、独立性を確かめる体制をとっています。 

法人全体として、年１回社員及び職員を対象として独立性の遵守状況を確認している

ほか、すべての監査業務について、監査チームのメンバー及び審査担当者（以下、「審

査員」という。）全員から｢独立性に関する誓約書｣を入手し、被監査会社からの独立性

を確保することとしています。また、監査責任者は、当監査法人の規程に基づき、監

査チームのメンバーが職業倫理及び独立性の保持のための方針及び手続を遵守してい

ることを確かめる責任を負っています。 

有価証券の保有・売買については、社員及び一定の職階以上の職員については、GTIL

の有価証券登録システムに保有・売買銘柄を登録し、保有禁止対象有価証券の保有・

売買をしていないこと等についてモニタリングしています。 

また、監査責任者は、当監査法人の規程に基づき、監査チームのメンバーが職業倫理

及び独立性の保持のための方針及び手続を遵守していることを確かめる責任を負って

います。 

 

＜ローテーションの方針及び手続＞ 

独立性に係る要求事項においては、監査責任者及び審査員による監査業務への長期

関与により生じる馴れ合い及び自己利益という独立性の阻害要因を除去することが求

められています。 

当監査法人では、監査責任者及び審査員のローテーションに関する規程を定め、一

定規模以上の社会的影響度の高い事業体（注）については、継続関与可能期間を７年
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としています。ただし、上場会社の監査責任者のうち筆頭業務執行責任者、審査員に

ついては、公認会計士法の規定に基づき、継続関与可能期間を５年としています。 

上記以外の法定監査対象会社等の監査責任者については、継続関与可能期間を 10 年

としています。 

監査責任者、審査員以外の監査チームの主要な構成員（公認会計士である統括主査

及び主査に限る。以下、「監査チームの主要な構成員」という。）についてもローテー

ションに関する規程を定め、社会的影響度が特に高い会社（時価総額が 5,000 億円以

上の上場会社）については、継続関与可能期間を 10 年としています。 

監査責任者及び監査チームの主要な構成員のローテーションの運用は経営管理本部

内の人事部、審査員のローテーションは品質管理本部内の審査部を担当部署としてい

ます。また、品質管理部は、上記が遵守されていることを検証することとしています。 

 

（注）当監査法人は、公認会計士法における大会社等を社会的影響度の高い事業体と

して定めています。 

 

イ. 業務に係る契約の締結及び更新 

当監査法人は、被監査会社に対する独立性、被監査会社の規模、事業内容、財政状

態及び経営成績、経営者の誠実性及び企業統治の状況（不正リスクを含む。）、内部統

制の状況、監査報酬の妥当性、当監査法人の監査資源等を総合的に評価し、その評価

結果をもとに所定の規程に基づく承認手続を経て、監査契約の新規の締結及び更新の

可否を決定しており、当該承認手続が完了するまでは監査契約を締結できないことと

しています。 

監査責任者は、上記の規程に基づき、監査契約の新規の締結及び更新に関する手続

が適切に行われていることを確かめる責任を負っており、また、監査契約の締結を辞

退する原因となるような情報を監査契約締結後に入手した場合には、その情報を品質

管理本部に速やかに報告することとなっています。 

また、監査証明業務以外の業務については、業務契約の新規締結又は更新の対象と

なる業務の内容、業務を実施するための適性及び能力、関連する職業倫理に関する規

定の遵守、特に監査と同時に提供される業務の場合には、監査業務の独立性に与える

影響、関与先の誠実性、業務報酬の妥当性等を総合的に評価し、その評価結果をもと

に所定の規程に基づく承認手続を経て業務契約の新規締結及び更新の可否を決定して

います。 

 

ウ. 業務を担当する社員その他の者の選任 

コアとなる定性的要素（課題発見力、主体性、規律性、働きかけ力・実行力、育成

力）による能力評価、当該業務・業種の経験（年数）、監査業務全般の経験年数をふま

え候補者を選出し、業務量（計画時間）も確認した上で選任を行っています。 

 

エ. 人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分 

 (ｱ) 社員の報酬の決定に関する事項 

月例報酬は、期待役割に応じた報酬水準をベースに、コアとなる定性的要素による

能力評価、（同僚、部下からの）多面評価、業務量等を勘案し、経営管理本部長が原

案を策定、総括代表社員と協議の上最終決定しています。 

社員のうち、会長、代表社員、シニアパートナーを除く者については、各人の年間

評価、法人の業績等をふまえ、月例報酬とは別に賞与を支給する場合があります。賞

与支給についても経営管理本部長が原案を策定、総括代表社員と協議の上最終決定

しています。 
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(ｲ) 社員及び使用人その他の従業者の研修に関する事項 

研修については、「教育研修規程」に明記する目的、及び基本方針に基づき行って

います。法人全体の教育研修体制の整備・運用は人事部が行っており、教育・訓練の

機会を提供するために研修等の企画運営を行い、実施状況や受講状況についてモニ

タリングを行っています。 

監査法人での経験年数が浅い職員に対する研修プログラムとして、入所時研修、１

年目から４年目までの年次研修、各職階への昇格年度及び定期的な職階別研修を行

っており、監査現場において、それぞれの年次・職階で求められる実務がスムーズに

実施可能なように、きめ細かい知識の習得及び能力の開発を目的としています。 

また、全体研修、社員研修、職階別研修等において、法人全体への法人理念（価値

観）の浸透や、職業倫理に関するテーマにも重点的に取り組んでいます。 

 

(ｳ) その他 

【人材】 

当法人では、2024 年 10 月より、職階の見直しを含めた人事制度改革を行いまし

た。これにより、職員の職階と職責を再定義し、監査リスク等に基づく業務の難易度

に対応した、より適切な監査補助者の配属に資する人事制度としています。また、

2024 年４月より試験的に導入している変形労働時間制により、最繁忙期である４月

下旬から５月上旬にかけて、労働基準法を遵守しつつ高い監査品質の維持に必要な

監査時間の確保を図ってまいります。 

 

【テクノロジー資源】 

当法人は、情報セキュリティポリシーにて、「情報セキュリティ及び品質マネジメ

ントの観点からリスクマネジメントプロセスを適用し、その機密性、完全性及び可用

性を維持し、かつ、リスクを適切に管理することが経営上の重要課題である」とし、

「総括代表社員を最高責任者とする情報管理体制の確立と総括代表社員主導による

継続的な改善を行う」ことを明記しています。また、情報セキュリティ管理規程にて、

機密性、完全性及び可用性を維持するための体制、及び方針を規定しています。 

テクノロジー資産の導入にあたっては、技術的安全管理細則において、原則、法人

で定めた標準製品・サービスを利用するものとし、業務上の正当な理由から標準外製

品やサービスの購入・導入が必要となる場合は、法人の承認を得ることとしていま

す。また、情報システム・クラウドサービスの選定にあたっては、技術的な安全対策

の実施または保護機能等を盛り込むことも併せて規定しています。導入後は、資産管

理システムにて貸与 PC 内のアプリケーション（ソフトウェア）情報、マイクロソフ

ト製品情報（OS 基本ソフトなどのセキュリティ管理が必要なアプリケーション）を

常に収集しており、この結果を、情報システム部門であるデジタルイノベーション室

がモニタリングしています。 

技術的安全管理細則では、ソフトウェアの更新についても規定しており、資産管理

システムで情報を収集すると同時に、各ソフトウェアのバージョンを管理、コントロ

ールしています。なお、マイクロソフト 365 含む、外部サービス（SaaS,クラウドサ

ービスなど）に関しては、サービスプロバイダ側での統制となります。また、情報セ

キュリティ管理規程の（情報システムの運用管理）にて、業務上適切な利用者に権限

を付与する、運用を適切にレビューする等が規定されており、業務システム毎の正常

性確認のテストの指示、完了確認を実施しています。 

ユーザーに対しては、技術的安全管理細則にて、監査事務所の IT リソースの利用

に関する方針及びガイダンスを規定しています。IT リソースの利用についてのサポ
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ートは、情報システム部門であるデジタルイノベーション室が担当しており、法人の

ポータルサイトやメールにて問合せ先を周知しているとともに、ポータルサイト上

には IT に関する FAQ も掲載しています。 

 

 

オ. 業務の実施及びその審査 

(ｱ) 専門的な見解の問合せ 

当監査法人は、以下の事項に関して、品質管理部に専門的な見解の問合せをするこ

ととしております。 

a. 専門性が高く、判断に困難が伴う事項や見解が定まっていない事項及び当監 

査法人の方針又は手続で専門的な見解の問合せが必要とされている事項 

b. 監査責任者が職業的専門家として専門的な見解が必要と判断した a.以外の事 

項監査責任者は、当該方針が遵守されていることを確かめることとしています。 

また、当監査法人は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別され

た場合や不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合等には、品

質管理本部に設置された不正リスク対応室へ通知し、当該部署から専門的な見

解を得ることとしています。 

監査責任者は、当該専門的な見解の問合せを適切に実施する責任を有してい

ます。 

 

(ｲ) 監査上の判断の相違の解決 

当監査法人は、監査チーム内の監査上の判断の相違又は監査チームと審査員若し

くは専門的な見解の問合せに従事する者を含む当監査法人の品質管理システムにお

いて活動を実施する者との監査上の判断の相違が発生した場合には、それが解決す

るまでは監査報告書に日付を付してはならないこととしています。監査責任者は、当

該方針が遵守されていることを確かめる責任を負っています。 

 

(ｳ) 監査証明業務に係る審査 

ⅰ 審査体制 

当監査法人は、品質管理本部内の審査部において審査体制全般を所管しており、監

査チームが行った監査上の重要な判断及び監査意見を客観的に評価するため、監査

業務ごとに審査員を選任するとともに、所定の事由に該当する場合には合議制の審

査会を開催することとしています。 

ⅱ 審査員制度 

当監査法人は、原則として、監査業務ごとに審査員を選任する審査員制度を採用し

ています。審査員の選任に当たっては、経験・能力や独立性等といった審査員として

の適格性の要件を定めています。 

ⅲ 審査会（合議制） 

当監査法人は、所定の重要事由が存在する場合（不正による重要な虚偽表示の疑義

がある場合を含む。）、合議制の審査会を開催し、慎重な審査を実施することとしてい

ます。 

また、監査上の判断の相違が生じた場合など、特定の要件に該当する場合には上級

審査会を開催し、より慎重な審査を実施することとしています。 

ⅳ 審査の文書化 

当監査法人では、審査員が審査に係る所定の方針及び手続に従って、審査の内容及

び結論を記録及び保存することとしています。 

ⅴ 監査責任者の責任 
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監査責任者は、審査に係る所定の方針及び手続が遵守されていることを確かめる

責任を負っています。また、監査責任者は、監査報告書の日付を審査員又は審査会に

よる審査が完了した日以降とし、監査報告書を提出する責任を負っています。 

 

(ｴ) 監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止するために行っている 

監査調書の管理及び保存に関する体制の整備状況 

当監査法人では、監査調書は、原則として、電子監査調書で作成し、監査報告書ご

とにまとめ、その最終的な整理期限を監査報告書日から起算して 30 日以内としてい

ます。 

ただし、金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監査を同時に行っている

場合等、それぞれの作業の関連性を考慮して、監査調書を一つの監査ファイルに整理

することが適当な場合には、最終的な整理期限を発行される複数の監査報告書のう

ち、いずれか遅い監査報告書日から 30 日以内としています。 

電子監査調書については、最終的な整理期限後にシステム的にアーカイブ処理さ

れ、監査調書が改ざんされない体制を整備しています。なお、過年度に作成した紙面

の監査調書については、すべて外部委託倉庫にて保管しており、外部委託倉庫から監

査調書を取り寄せる際は、品質管理部が監査調書を管理することとしています。 

監査調書の保存期間は、原則として 10 年としています。 

 

(ｵ) その他 

ⅰ 監査手法 

当監査法人は、監査の専門要員が、職業的専門家としての基準及び適用される法令 

等に従って自らの責任を果たすとともに、当該基準及び法令等に従って監査を実施

するために、品質管理に関する規程及びマニュアル、監査調書の標準様式等を定めて

います。これらは、国際監査基準に準拠した GTIL の監査メソドロジーを基礎として、

日本固有の監査基準を斟酌して開発しています。 

監査業務の監査責任者は、当監査法人の方針又は手続を遵守し、監査チームのメン 

バーへの指揮及び監督等により監査業務を実施し（不正リスクに適切に対応するこ

とを含む。）、職業的専門家として適切な懐疑心を発揮し、判断を行い、状況に応じた

適切な監査報告書を発行することに対する責任を負っています。また、当監査法人の

監査調書（電子的記録による調書を含む。）の査閲に関する方針及び手続に従って実

施される査閲（不正リスクに適切に対応することを含む。）に対する責任を負ってい

ます。 

ⅱ 職業的懐疑心の強調 

当監査法人では、監査の専門要員に職業的懐疑心を保持・発揮させるための組織と 

しての支援体制全般を「組織的懐疑心」という言葉で表現し、専門要員の職業的懐疑 

心が監査の各段階において適切に保持･発揮されることを支援しています。 

そのための組織設計として、監査業務の品質管理の制度設計及び運用に関する責

任部署として品質管理本部を、個別監査業務の品質向上のための監査環境の監視、分

析、是正及び支援の責任部署として監査支援部を設置しています。 

品質管理本部においては、監査品質の維持及び向上のため、必要に応じて品質管理 

に関する規程、標準様式、マニュアル及びツールの見直し、改訂、これらに関する監 

査チームからの相談対応を行っており、また監査支援部においては、品質管理本部と 

連携をとりながら、必要に応じて監査チームの監査品質向上のための支援を行って

います。 

ⅲ 監査責任者の交代時における監査上の重要な事項の伝達 

当監査法人は、同一の被監査会社の監査を担当する監査責任者が交代した場合、不 
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正リスクを含む監査上の重要な事項を適切に伝達することとしています。 

 

カ. 業務に関する情報の収集及び伝達 

(ｱ) 情報と伝達に関する品質目標の設定に関して 

当監査法人は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、監査事務所

内外からの適時の情報収集並びに監査事務所及び監査チームによる監査事務所内外

との適時の情報の伝達に関する目標を含む品質管理目標を設定しています。特に、マ

ネジメントの方針を現場チームにまで浸透させること及び現場で生じていることを

マネジメントに吸い上げることが重要であると考え、当監査法人の固有の品質管理

目標として設定し、これを達成するための具体的な仕組みを整備しています。 

 

(ｲ) 監査事務所の内外から情報を適切に収集し、活用するための方針又は手続の設定及び 

当該方針又は手続の遵守に関して 

経営企画部は、意見箱システムを整備し、全社員及び職員から法人運営に関する意

見を収集し、これに基づき監査品質及び品質マネジメントシステムに関する課題等

を識別し、これらを関連する本部に伝達しています。本部は、伝達された意見に対し、

品質マネジメントシステムの維持・向上の観点から対応策を決定し、その内容を全体

研修、品管通達等により周知しています。 

品質管理部は、個別監査業務における監査実施者の不適切な行為、監査判断及び意

見表明に関して支障となる事項、法令違反、当法人の品質管理システム（規程、マニ

ュアル等）への抵触等が発生した、あるいは懸念される場合に職員から品質管理本部

へ情報の伝達が可能となる仕組みを整備し、品質管理部による監査チームへの確認

等を含め必要な対策を実施することとしています。 

当監査法人は、監査の品質向上及び法令遵守体制を強固にするため、法令遵守責任

者を定め、通報制度（いわゆるホットライン）を設置するとともに、必要に応じて調

査委員会を設置する体制及び法律顧問の支援体制を整備しています。不正リスクに

関連する通報を受け付けた場合には、当該通報の内容を監査責任者に適時に伝達し、

監査チームが当該情報を監査の実施においてどのように検討したかについて品質管

理本部に報告させ、品質管理本部はその妥当性を確認することとしています。 

(ｳ) 監査役等との品質管理システムに関する協議に係る内容、時期及び形式を含めた方針 

  又は手続の設定に関して 

当監査法人は、原則として監査意見の表明時に、監査役等との品質管理システムに

関するコミュニケーションとして、品質管理システムの整備・運用状況の概要を記載

した所定の書面に基づき実施することとしています。なお、品質管理システムの外部

レビュー又は検査の結果を受領した際には、当該結果について速やかに監査役等に

報告することとしています。 

(ｴ) 必要に応じて実施する監査事務所の外部の者への品質管理システムに関する情報の 

提供に係る内容、時期及び形式を含めた方針又は手続の設定に関して 

当監査法人は、公認会計士法施行規則第 93 条、第 95 条及び第 96 条に掲げられた

事項について信頼性のある情報を公表するため、開示情報の信頼性確保に関する内

規を定めています。 

これに従い、経営企画部が各部門に対し公表情報の作成を依頼するとともに、各部

門から収集された情報を統合し、開示しています。 

各部門においては、開示情報を作成するための手順書を整備し、これに従って情報

の作成又は集計を行うとともに、経営企画部への提出にあたって各部門責任者がそ

の情報について承認しております。経営企画部では責任者による承認がなされてい

ることを確かめたうえで、最終的な開示情報を作成しています。 
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(ｵ) 品質管理システムの状況等について、監査報告の利用者が適切に評価できるような十 

  分な透明性の確保に関して 

2017 年７月１日より「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナ

ンス・コード）を採用しており、毎年、当法人の監査品質向上のための取組みと監査

法人のガバナンス・コードの適用状況を取りまとめた「透明性報告書」を発行してお

ります。2023 年 3 月 24 日に改訂された監査法人のガバナンス・コードについても、

改訂後のガバナンス・コードを適用することとしており、その適用状況については、

「透明性報告書 2023」において公表しております。 

この中では、監査事務所レベルの監査品質の指標（以下、「AQI」（Audit Quality 

Indicator）という。）を設定し、毎年、継続的にその推移を把握し開示しております。 

 

キ. 前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ 

当監査法人は、所定の規程に基づき、監査人の交代に際して、前任の監査事務所と

なる場合及び後任の監査事務所となる場合の双方において、監査上の重要事項の伝達

又は監査上の重要事項について問い合わせを実施することにより、適切に監査業務の

引継を行うこととしています。また、品質管理本部は、監査責任者より、監査チーム

が実施した引継の状況について報告を受け、適切に引継が行われていることを確かめ

ることとしています。 

監査責任者は、当該監査事務所間の引継に関する方針又は手続に準拠して監査事務

所間の引継が実施されていることを確かめる責任を負っています。 

また、品質管理本部が必要と認めた場合、監査業務の引継に際して、品質管理本部

に所属する社員又は専門職員が立ち会うこととしています。 

 

ク. アからキまでに掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の明確化 

当監査法人では、総括代表社員に上記の品質管理システムに関する最高責任を割り

当てています。また、品質管理システムの整備及び運用（不正リスクへの対応を含む。）

に関する責任及び独立性に係る要求事項の遵守の運用に関する責任並びに完了した監

査業務の検証の運用に関する責任を品質管理本部長に、モニタリング及び改善プロセ

ス（完了した監査業務の検証を除く。）の運用に関する責任をリスク管理委員長に割り

当てています。 

 

ケ. アからクまでに掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性の 

ある事象（以下「リスク」という。）の識別及び評価並びに当該リスクに対処するため 

の方針の策定及び実施 

当監査法人では、経営会議において協議の上、総括代表社員が品質目標の設定、品

質リスクの識別と評価及び品質リスクに対処するための方針及び手続を決定し、法人

全体に適用しています。 

 

コ. アからクまでに掲げる事項についての実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）

及び当該モニタリングを踏まえた改善 

当監査法人では、リスク管理委員会が、法人全体の品質管理システムが有効に運用

されているかをモニタリングするとともに、監査業務点検室が、監査業務が適切に行

われていること（監査業務における不正リスクへの対応状況を含む。）を検証していま

す。また、GTIL により品質管理システムの監視を受けています。 

品質管理本部及び監査業務点検室は個々の監査業務に対して実施する監視のプロセ

スとして、完了した監査業務の検証（内部点検）を行い、原則として、すべての業務
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執行社員が少なくとも３年に１回は対象となるように、担当する個別監査業務を点検

対象として選定しています。 

当監査法人では、品質管理本部が、品質管理システムのモニタリングによって発見

された不備の影響を評価し、必要な是正措置を講じ、また、監査責任者や非監査業務

の業務執行責任者並びにその他の適切な者に対して、発見された不備とこれに対する

適切な是正措置を伝達しています。 

また品質管理システムの監視の結果及び改善案については、監査の専門要員に対し

て研修等を実施して周知徹底を図っています。 

監査責任者は、品質管理システムの監視の結果に関する最新の情報及び当該情報で

指摘された不備が、担当する監査業務に影響を与えているかどうかを検討し、必要な

対応を行う責任を負っています。 

 

④ 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施について監査法人を代表して責任を有する社

員による評価の結果及びその理由 

当法人では、品質管理システムの評価を行う基準日を当法人の会計年度末である 6 月 30 日

としています。また、当該基準日において、品質管理システムの最終的な責任者である総括

代表社員が品質管理システムの評価を行うため、評価計画を立案し、必要な評価手続を実施

しました。 

その結果、総括代表社員は、評価の基準日である令和７年 6 月 30 日時点において、当法人

が整備・運用している品質管理システムは、当該システムの目的が達成されているという合

理的な保証を当法人に提供しているとする評価結果を表明しています。 

 

 

⑤ ④の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を提供し

ていないことを内容とするものであった場合には、業務の品質の管理の方針の策定及びその

実施に関する措置を改善するために実施した、又は実施しようとする措置の内容 

該当なし 

 

 

(4) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を 

及ぼすことを排除するための措置 

特定社員については、定款及び社員規程において、公認会計士法第 2 条第１項に基づく監査

証明業務を執行する権利と義務を有しない旨を定めております 

 

(5) 直近において日本公認会計士協会の調査（公認会計士法第 46 条の 9 の 2 第 1 項の規定による調 

  査（品質管理レビュー））を受けた年月 

令和７年３月 

 

(6) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責任を 

  有する社員一名による当該措置が適正であることの確認 

総括代表社員山田茂善は、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正

である旨を確認しました。 

 

 

５. 公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人で  

   あるものに限る。）又は他の監査法人との業務上の提携（法第 24 条の４又は第 34 条の 34 の 13 

 に規定する業務を公認会計士と共同して行うことを含む。）に関する事項 
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(1) 当該業務上の提携を行う当該公認会計士又は他の監査法人の氏名又は名称 

該当なし 

 

(2) 当該業務上の提携を開始した年月 

該当なし 

 

(3) 当該業務上の提携の内容 

該当なし 

 

６. 外国監査事務所等 (外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の  

監査又は証明をすることを業とする者) との業務上の提携に関する事項 

(1) 当該業務上の提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称 

Grant Thornton International Ltd. （GTIL） 

 

(2) 当該業務上の提携を開始した年月 

平成 6 年 10 月 

 

(3) 当該業務上の提携の内容 

当監査法人は、メンバーファームとして GTIL に加盟しております。GTIL に加盟している各

国の事務所は、各々独立した組織体ではありますが、GTIL が作成した監査マニュアル及びそ

れを具現化した監査ツールを用いて監査を行うことが求められております。このような共通の

監査方法論、監査ツールを用いることにより、加盟各国の事務所はどの国においても均質な監

査業務を提供できる態勢を整えております。加盟事務所の質の維持・向上を図るため、GTIL は

定期的・臨時的な研修を行っており、当監査法人からもこれらの研修に参加者を派遣しており

ます。 

国際財務報告基準（IFRS）に関しては、Grant Thornton のロンドン事務所が、各国の加盟事

務所の IFRS への対応をサポートしております。また、当監査法人からも IFRS の日本担当窓口

としてロンドン事務所に職員を派遣しております。 

GTIL の各加盟事務所は、いわゆるネットワーク・ファームという関係に当たります。従っ

て、監査業務の独立性が確保されているかの確認は、全世界規模で行われております。 

GTIL は、定期的に加盟事務所のレビューを行い、GTILの定めた方針・手続に従って業務が行

われているかの検証を行っております。 

 

(4) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によって構

成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要 

該当なし 

 

二．社員の概況 

１. 社員の数（令和７年６月 30 日現在） 

公認会計士 特定社員 合計 

95 人 5 人 100 人 

 

２. 重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

合議体の名称 合議体の目的 
合議体の構成 

公認会計士 特定社員 計 

経営会議 代表の業務の補佐 3 人 0 人 3 人 

執行会議 代表の業務の補佐 8 人 1 人 9 人 
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三．事務所の概況 

  当該事務所に勤務する者の数 

名 称 所在地  社 員  公認会計士で 
ある使用人の数   公認会計士 特定社員 計 

(主)太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂一丁
目 2 番 7 号 

72 人    5 人 77 人 260 人  

(従)太陽有限責任監査法人 
大阪事務所 

大阪府大阪市北区 
中崎西二丁目 4 番 12 号 

15 人    0 人 15 人  59 人  

(従)太陽有限責任監査法人 
名古屋事務所 

愛知県名古屋市西区 
牛島町 6 番 1 号 

3 人    0 人 3 人  17 人  

(従)太陽有限責任監査法人 
北陸事務所 

石川県金沢市広岡 
一丁目 1 番 18 号 

2 人    0 人 2 人  11 人  

(従)太陽有限責任監査法人 

札幌事務所 

北海道札幌市中央区北

一条西四丁目 2 番地 2 
0 人 (*1) 0 人 0 人  4 人  

(従)太陽有限責任監査法人 

東北事務所 

宮城県仙台市青葉区中
央二丁目 2 番 1 号 1 人    0 人 1 人  8 人  

(従)太陽有限責任監査法人 

新潟事務所 

新潟県新潟市中央区東
大通二丁目 4 番 10 号 1 人    0 人 1 人  2 人  

(従)太陽有限責任監査法人 

中国・四国事務所 

広島県広島市南区松原
町 2 番 62 号 0 人 (*2) 0 人 0 人  9 人  

(従)太陽有限責任監査法人 

九州事務所 

福岡県福岡市中央区天
神二丁目 14 番 2 号 1 人    0 人 1 人  5 人  

 （*1）主たる事務所所属の公認会計士が兼任 

   (*2) 九州事務所所属の公認会計士が兼任 

 

四．監査法人の組織の概要 

添付を参照 

 

五．財産の概況 

 

１. 売上高の総額 

(単位：百万円) 

 第 54 期 第 55 期 

 令和 5 年 7 月 1 日～令和 6 年 6 月 30 日 令和 6 年 7 月 1 日～令和 7 年 6 月 30 日 

売上高   

 監査証明業務 17,424 17,560 

 非監査証明業務 566 568 

合 計 17,991 18,128 

 

２. 直近の二会計年度の計算書類 

添付を参照 

 

３. ２.に掲げる計算書類に係る監査報告書 

添付を参照 
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４. 供託金の額 

(単位：百万円) 

公認会計士法施行令第 25 条に規定する供託金の額 200 

供託所へ供託した供託金の額 (金銭及び有価証券の額) 222 

 

５. 供託金の全部又は一部を代替している有限責任監査法人責任保険契約の内容 

該当なし 

 

六．被監査会社等（大会社等に限る。）の名称 

添付を参照 

 



社員総会

総括代表社員

監査支援部

デジタルイノベーション室

経営企画部

人事部

品質管理本部

GT室

経営管理本部

経営会議

品質管理部

審査部

監査業務点検室

非営利統括支援室

IPO統括支援室

金融統括支援室

IT監査室

東日本／東京事務所

北陸事務所

新潟事務所

東北事務所

札幌事務所

東京事務所各グループ

経営評議会

人事評議会・リスク管理評議会

ナレッジ室

不正・リスク対応室

業務推進室

会⾧

西日本／大阪事務所

九州事務所

中国・四国事務所

名古屋事務所

大阪事務所各グループ

国際部

執行会議リスク管理委員会

四 監査法人の組織の概要

令和7年6月30日現在



 
 

 

 

 

第 55 期（2025 年６月期） 

 
 

 

 

 

計 算 書 類 
 

 

 

 

 

      自 2024 年７月１日       

      至 2025 年６月 30 日       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽有限責任監査法人 
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貸借対照表     

 （単位：百万円） 

科目 
前会計年度 当会計年度 

科目 
前会計年度 当会計年度 

（2024年6月30日） （2025年6月30日） （2024年6月30日） （2025年6月30日） 

資産の部   負債の部   

流動資産 11,060 11,611 流動負債 3,624 3,847 

 現金及び預金 9,652 10,224  短期借入金 190 190 

 業務未収入金 1,015 830  リース債務 3 3 

 前払費用 236 361  未払金 1,062 1,342 

 未収入金 151 181  未払法人税等 262 393 

 立替金 18 25  未払費用 380 338 

 その他流動資産 4 3  未払消費税等 326 226 

 貸倒引当金 △  16 △  16  賞与引当金 182 18 

固定資産 3,502 4,386  前受金 716 856 

  有形固定資産 714 1,058  預り金 499 478 

 建物 184 169 固定負債 2,743 2,910 

 建物附属設備 152 346  リース債務 6 3 

 車両運搬具 6 6  職員退職給付引当金 338 379 

 器具備品 88 257  社員退職慰労引当金 2,324 2,429 

 土地 272 272  預り保証金 74 98 

 リース資産 9 6 負債合計 6,367 6,758 

  無形固定資産 245 356 純資産の部   

 ソフトウエア 233 354 社員資本 8,195 9,239 

 ソフトウエア仮勘定 9 －  資本金 543 530 

 電話加入権 1 1  資本剰余金 417 417 

  投資その他の資産 2,542 2,970  その他資本剰余金 417  417 

 関係会社株式･出資金 30 330  利益剰余金 7,234 8,291 

 供託金 210 222  その他利益剰余金 7,234 8,291 

 敷金及び保証金 902 890   繰越利益剰余金 7,234 8,291 

 保険積立金 177 173 純資産合計 8,195 9,239 

 入会金 110 110     

 長期前払費用 33 83     

 破産更生債権等 － 4     

 繰延税金資産 1,077 1,153     

 その他の投資等 0 5     

 貸倒引当金 － △ 2     

資産合計 14,563 15,997 負債及び純資産合計 14,563 15,997 
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損益計算書     

     （単位：百万円） 

科目 
  前会計年度     当会計年度   
 自 2023 年７月１日   自 2024 年７月１日  
 至 2024年６月 30日   至 2025年６月 30日  

業務収入   17,991  18,128 

業務費用      

 人件費  11,943  12,469  

 人材開発費用  244  190  

 施設関連費用  827  979  

 IT 及び通信費  645  634  

 その他業務費用  2,017 15,678 2,067 16,340 

 営業利益  2,312  1,787 

営業外収益        

 受取利息  0  4  

 保険料収入  －  120  

 雑収入  5 5 3 128 

営業外費用        

 支払利息  1  1  

 雑損失  0 1 6 8 

 経常利益   2,317  1,907 

特別損失        

 固定資産除却損  0  12  

 課徴金  95 96 － 12 

税引前当期純利益     2,220  1,895 

法人税、住民税及び事業税  480  642 

法人税等調整額     △ 52  △ 75 

 当期純利益   1,792  1,328 
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社員資本等変動計算書 

 

前会計年度（自 2023 年７月１日 至 2024 年６月 30 日）   

      （単位：百万円） 

 社員資本 

純資産 

合計 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

社員資本 

合計 

 その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

その他 

利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計  
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 530 417 417 5,707 5,707 6,656 6,656 

当期変動額               

 社員出資金増加 12         12 12 

 剰余金の配当       △ 265 △ 265 △ 265 △ 265 

 当期純利益       1,792 1,792 1,792 1,792 

当期変動額合計 12 － － 1,526 1,526 1,539 1,539 

当期末残高 543 417 417 7,234 7,234 8,195 8,195 

        

当会計年度（自 2024 年７月１日 至 2025 年６月 30 日）   

      （単位：百万円） 

 社員資本 

純資産 

合計 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

社員資本 

合計 

 その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

その他 

利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計  
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 543 417 417 7,234 7,234 8,195 8,195 

当期変動額               

 社員出資金増加 11         11 11 

社員出資金減少 △ 24     △ 24 △ 24 

 剰余金の配当    △ 271 △ 271 △ 271  △ 271 

 当期純利益    1,328 1,328 1,328 1,328 

当期変動額合計 △ 13 － － 1,056 1,056 1,043 1,043 

当期末残高 530 417 417 8,291 8,291 9,239 9,239 
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注記表 

 
    前会計年度         当会計年度     
    自 2023 年７月１日         自 2024 年７月１日     
    至 2024年６月 30日         至 2025年６月 30日     

当法人の計算書類は、公認会計士法及び同施行規

則並びに我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて作成しております。 

当法人の計算書類は、公認会計士法及び同施行規

則並びに我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて作成しております。 

      

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. 固定資産の減価償却の方法  1. 固定資産の減価償却の方法 

 (1)有形固定資産（リース資産を除く）   (1)有形固定資産（リース資産を除く）  

  定率法を採用しております。   同左 

  なお、2016 年４月１日以降に取得した建

物付属設備及び構築物については、定額法

を採用しております。 

 

  また、耐用年数は原則として法人税法に規

定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

 

 (2)無形固定資産（リース資産を除く）   (2)無形固定資産（リース資産を除く）  

  定額法を採用しております。   同左 

  なお、耐用年数は原則として法人税法に

規定する方法と同一の基準を採用しており

ますが、自社利用のソフトウエアにつきま

しては、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。 

 

 (3)リース資産   (3)リース資産  

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

  同左 

            

2. 引当金の計上基準  2. 引当金の計上基準 

 (1)貸倒引当金   (1)貸倒引当金  

  債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

  同左 

 (2)賞与引当金   (2)賞与引当金  

  職員の賞与支給に備えるため、支給見込

み額のうち、当会計年度の支給対象期間に

対応する額を計上しております。 

  同左 

 (3)職員退職給付引当金   (3)職員退職給付引当金  

  職員の退職給付に備えるため、当会計年

度末における退職給付債務に基づき計上し

ております。 

  同左 
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    前会計年度         当会計年度     
    自 2023 年７月１日         自 2024 年７月１日     
    至 2024年６月 30日         至 2025年６月 30日     

 (4)社員退職慰労引当金   (4)社員退職慰労引当金  

  社員の退職慰労金の支給に備えるため、

当会計年度末における支給見込額を計上し

ております。 

  同左 

             

3. 収益及び費用の計上基準  3. 収益及び費用の計上基準 

 業務収入の計上基準  業務収入の計上基準 

 業務契約については、一定の期間にわたり履

行義務が充足されると判断し、履行義務の充足

に係る進捗度に基づき収益を認識しておりま

す。履行義務の充足に係る進捗度は、直接作業

時間をインプットとするインプット法により測

定しております。 

  同左 

            

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

   

 

同左 

  

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

 表示単位未満の端数処理の方法  表示単位未満の端数処理の方法 

 切り捨てて表示しております。   同左 

  

Ⅱ. 貸借対照表に関する注記 Ⅱ. 貸借対照表に関する注記 

1. 有形固定資産の減価償却累計額 393 百万円 1. 有形固定資産の減価償却累計額 435 百万円 

    

2. 関係会社に対する金銭債権・債務  2. 関係会社に対する金銭債権・債務  

 短期金銭債権 137 百万円  短期金銭債権 72 百万円 

 短期金銭債務 35 百万円  短期金銭債務 32 百万円 

  

Ⅲ. 損益計算書に関する注記 Ⅲ. 損益計算書に関する注記 

1. 業務収入の内訳  1. 業務収入の内訳  

 監査収入 17,424 百万円  監査収入 17,560 百万円 

 非監査収入 566 百万円  非監査収入 568 百万円 

    

2. 関係会社との取引高  2. 関係会社との取引高  

 業務費用 511 百万円  業務費用 523 百万円 
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    前会計年度         当会計年度     
    自 2023 年７月１日         自 2024 年７月１日     
    至 2024年６月 30日         至 2025年６月 30日     

Ⅳ. 社員資本等変動計算書に関する注記 Ⅳ. 社員資本等変動計算書に関する注記 

剰余金の配当に関する事項  剰余金の配当に関する事項  

 
2023 年８月 30 日開催の定時社員総会におい

て、次のとおり決議しております。 

 2024 年８月 27 日開催の定時社員総会におい

て、次のとおり決議しております。 

 配当金の総額 265 百万円  配当金の総額 271 百万円 

        

Ⅴ. 税効果会計に関する注記 Ⅴ. 税効果会計に関する注記 

繰延税金資産の主な発生原因は、未払金、職員退

職給付引当金及び社員退職慰労引当金であります。 

 

 

  同左 

  

Ⅵ. 金融商品に関する注記 Ⅵ. 金融商品に関する注記 

1. 金融商品の状況に関する事項  1. 金融商品の状況に関する事項  

 

当監査法人は、資金運用については原則とし

て短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関か

らの借入により資金を調達しております。 

業務未収入金に係る顧客の信用リスクは、顧

客ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスク

低減を図っております。 

借入金の使途は、主として運転資金でありま

す。 

   同左 

    

2. 金融商品の時価等に関する事項  2. 金融商品の時価等に関する事項  

 

2024 年６月 30 日における貸借対照表計上

額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。また、現金及び預金、業務未

収入金、未収入金、短期借入金、未払金につい

ては、現金であること及び短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似することから、記載

を省略しております。 

 2025 年６月 30 日における貸借対照表計上

額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。また、現金及び預金、業務未

収入金、未収入金、短期借入金、未払金につい

ては、現金であること及び短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似することから、記載

を省略しております。 

      （単位：百万円）        （単位：百万円）  

     
貸借対照表

計上額(※) 

時価 

(※) 
差額  

     貸借対照表

計上額(※) 

時価 

(※) 
差額 

 

 
(1) 敷金及び

保証金 
902 892 △ 9  

 (1) 敷金及び

保証金 
890 877 △ 12 

 

 (注) 金融商品の時価の算定方法   (注) 金融商品の時価の算定方法  

  (1) 敷金及び保証金       (1) 敷金及び保証金    

   

合理的に見積った敷金及び保証金の返

還額及び返金予定時期に基づき、国債の

利回りの利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。 

   同左 

  

なお、市場価格のない株式等（貸借対照

表計上額関係会社株式・出資金 30 百万円）

は、上記の表には含めておりません。 

  なお、市場価格のない株式等（貸借対照

表計上額関係会社株式・出資金 330 百万

円）は、上記の表には含めておりません。 
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    前会計年度         当会計年度     
    自 2023 年７月１日         自 2024 年７月１日     
    至 2024年６月 30日         至 2025年６月 30日     

Ⅶ. 収益認識に関する注記 Ⅶ. 収益認識に関する注記 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の

「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり

ます。 

     同左 
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附属明細書 

 
1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細  

前会計年度（自 2023 年７月１日 至 2024 年６月 30 日） 

<有形固定資産>    (単位：百万円) 

資産の種類 
期  首 期 中 期 中 当 期 期  末 償 却 期  末 

帳簿価額 増加額 減少額 償却額 帳簿価額 累計額 取得価額 

建物 65 132 － 12 184 43 227 

建物附属設備 146 23 0 16 152 84 236 

車両運搬具 13 － － 6 6 38 45 

器具備品 100 13 0 24 88 218 307 

土地 221 51 － － 272 － 272 

リース資産 9 3 － 3 9 8 17 

合計 556 223 0 63 714 393 1,107 
      

<無形固定資産>    (単位：百万円) 

資産の種類 
期  首 期 中 期 中 当 期 期  末 償 却 期  末 
帳簿価額 増加額 減少額 償却額 帳簿価額 累計額 取得価額 

ソフトウエア 160 141 － 67 233 266 500 

ソフトウエア仮勘定 2 25 17 － 9 － 9 

電話加入権 1 － － － 1 － 1 

合計 164 166 17 67 245 266 512 

  

 

当会計年度（自 2024 年７月１日 至 2025 年６月 30 日） 

<有形固定資産>    (単位：百万円) 

資産の種類 
期  首 期 中 期 中 当 期 期  末 償 却 期  末 

帳簿価額 増加額 減少額 償却額 帳簿価額 累計額 取得価額 

建物 184 － － 15 169 58 227 

建物附属設備 152 222 3 25 346 104 451 

車両運搬具 6 5  5 6 44 51 

器具備品 88 235 6 60 257 215 473 

土地 272 － － － 272 － 272 

リース資産 9 － － 3 6 11 17 

合計 714 463 9 110 1,058 435 1,494 
      

<無形固定資産>    (単位：百万円) 

資産の種類 
期  首 期 中 期 中 当 期 期  末 償 却 期  末 
帳簿価額 増加額 減少額 償却額 帳簿価額 累計額 取得価額 

ソフトウエア 233 211 3 87 354 218 573 

ソフトウエア仮勘定 9 － 9 － － － － 

電話加入権 1 － － － 1 － 1 

合計 245 211 12 87 356 218 575 
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2. 引当金の明細  

  

前会計年度（自 2023 年７月１日 至 2024 年６月 30日）  

 (単位：百万円) 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

貸倒引当金 16 － － 16 

賞与引当金 151 182 151 182 

職員退職給付引当金 296 76 34 338 

社員退職慰労引当金 2,204 247 128 2,324 

 

  

 

当会計年度（自 2024 年７月１日 至 2025 年６月 30日）  

 (単位：百万円) 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

貸倒引当金 16 2 － 18 

賞与引当金 182 18 182 18 

職員退職給付引当金 338 84 43 379 

社員退職慰労引当金 2,324 213 108 2,429 
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3. 業務費用の明細  

 (単位：百万円) 

科目 

  前会計年度     当会計年度   

 自 2023 年７月１日   自 2024 年７月１日  

 至 2024年６月 30日   至 2025年６月 30日  

人件費                

 報酬給与  6,878  7,485  

 賞与引当金繰入額  2,096  2,027  

 法定福利費  1,277  1,360  

 福利厚生費  123  140  

 職員退職給付費用  90  95  

 社員退職慰労引当金繰入額 247  213  

 支払業務報酬  1,213  1,130  

 業務委託費  16 11,943 16 12,469 

人材開発費用        

 教育研修費用  88  111  

 採用関連費用  156 244 79 190 

施設関連費用        

 施設賃借料  733  805  

 水道光熱費  26  28  

 減価償却費  63  110  

 その他  3 827 34 979 

IT 及び通信費        

 IT 関連費  521  491  

 通信費  56  55  

 減価償却費  67 645 87 634 

その他業務費用        

 業務委託費  339  304  

 グループ負担金  473  490  

 旅費交通費  382  404  

 諸会費  215  235  

 職業賠償保険料  41  44  

 租税公課  179  183  

 貸倒引当金繰入額  －  2  

 その他  384 2,017 401 2,067 

業務費用合計   15,678  16,340 

 

 











六．被監査会社等（大会社等に限る）の名称

No. 被監査会社等(大会社等）の名称

1 いちご株式会社

2 オリジナル設計株式会社

3 株式会社CAC Holdings

4 株式会社アドバネクス

5 株式会社きもと

6 株式会社システムソフト

7 株式会社ジャムコ

8 株式会社スーパーバリュー

9 MIRARTHホールディングス株式会社

10 株式会社フルヤ金属

11 株式会社ルックホールディングス

12 株式会社佐藤渡辺

13 株式会社鳥取銀行

14 暁飯島工業株式会社

15 栗田工業株式会社

16 川田テクノロジーズ株式会社

17 全国保証株式会社

18 綜合警備保障株式会社

19 太平電業株式会社

20 都築電気株式会社

21 東プレ株式会社

22 日建工学株式会社

23 日置電機株式会社

24 野村マイクロ・サイエンス株式会社

25 株式会社エディア

26 チエル株式会社

27 バーチャレクス・ホールディングス株式会社

28 株式会社グローバルキッズCOMPANY

29 TAC株式会社

30 THK株式会社

31 KOA株式会社

32 コムチュア株式会社

33 株式会社SRAホールディングス

34 株式会社WDI

35 株式会社アール・エス・シー

36 株式会社アイナボホールディングス

37 株式会社エービーシー・マート

38 株式会社エスプール

39 株式会社クリーク・アンド・リバー社

金商法・会社法監査



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

40 株式会社ソディック

41 株式会社テー・オー・ダブリュー

42 株式会社ブルボン

43 株式会社市進ホールディングス

44 株式会社星医療酸器

45 株式会社鉄人化ホールディングス

46 丸八倉庫株式会社

47 黒田精工株式会社

48 DAIKO XTECH株式会社

49 中野冷機株式会社

50 東北化学薬品株式会社

51 立川ブラインド工業株式会社

52 シリコンスタジオ株式会社

53 株式会社アンビションDXホールディングス

54 綿半ホールディングス株式会社

55 タメニー株式会社

56 株式会社スカラ

57 株式会社ビューティカダンホールディングス

58 アクセルマーク株式会社

59 株式会社ビーグリー

60 株式会社オークネット

61 丸紅建材リース株式会社

62 株式会社スーパーツール

63 株式会社モリタホールディングス

64 株式会社ケー・エフ・シー

65 株式会社遠藤照明

66 株式会社デンキョーグループホールディングス

67 エスリード株式会社

68 大末建設株式会社

69 クリエイト株式会社

70 新明和工業株式会社

71 株式会社日阪製作所

72 松尾電機株式会社

73 フジテック株式会社

74 eBASE株式会社

75 シュッピン株式会社

76 株式会社スリー・ディー・マトリックス

77 泉州電業株式会社

78 トルク株式会社

79 株式会社ウィル

80 丸尾カルシウム株式会社



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

81 アドソル日進株式会社

82 株式会社ダイサン

83 株式会社アイ・ピー・エス

84 協立エアテック株式会社

85 株式会社エムケイシステム

86 昭栄薬品株式会社

87 株式会社ベネフィットジャパン

88 TOYOイノベックス株式会社

89 株式会社トクヤマ

90 株式会社ファンドクリエーショングループ

91 株式会社MCJ

92 伏木海陸運送株式会社

93 北陸電気工業株式会社

94 フクビ化学工業株式会社

95 三谷セキサン株式会社

96 三谷商事株式会社

97 株式会社石川製作所

98 株式会社大和

99 株式会社ハチバン

100 旭化学工業株式会社

101 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

102 株式会社ビーブレイクシステムズ

103 株式会社MS＆Consulting

104 株式会社シルバーライフ

105 株式会社すららネット

106 Solvvy株式会社

107 株式会社DDグループ

108 RIZAPグループ株式会社

109 夢展望株式会社

110 中部水産株式会社

111 株式会社エスエルディー

112 中央発條株式会社

113 株式会社アイ・ピー・エス

114 ファーマライズホールディングス株式会社

115 株式会社KeyHolder

116 エリアリンク株式会社

117 アリアケジャパン株式会社

118 株式会社ツカダ・グローバルホールディング

119 BEENOS株式会社

120 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア

121 株式会社チヨダ



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

122 株式会社アールエイジ

123 株式会社フォーバル・リアルストレート

124 株式会社フライトソリューションズ

125 株式会社フォーバル

126 株式会社フォーバルテレコム

127 ヒーハイスト株式会社

128 JESCOホールディングス株式会社

129 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

130 Jトラスト株式会社

131 川辺株式会社

132 株式会社リンクアンドモチベーション

133 株式会社マックハウス

134 株式会社日本エム・ディ・エム

135 株式会社マルヨシセンター

136 株式会社松屋

137 日本基礎技術株式会社

138 株式会社中北製作所

139 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

140 株式会社シーラホールディングス

141 株式会社三栄コーポレーション

142 株式会社サンコー

143 鈴茂器工株式会社

144 新日本建設株式会社

145 総合商研株式会社

146 株式会社cotta

147 株式会社トスネット

148 大成温調株式会社

149 株式会社ツインバード

150 株式会社ウエストホールディングス

151 ローツェ株式会社

152 株式会社オータケ

153 イー・ガーディアン株式会社

154 セントラルフォレストグループ株式会社

155 株式会社MORESCO

156 株式会社ベイカレント

157 クルーズ株式会社

158 株式会社マースグループホールディングス

159 アステリア株式会社

160 株式会社J-MAX

161 ワイエイシイホールディングス株式会社

162 日新商事株式会社



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

163 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション

164 株式会社ウチヤマホールディングス

165 株式会社ニッチツ

166 株式会社ユビキタスAI

167 MRKホールディングス株式会社

168 株式会社LeTech

169 霞ヶ関キャピタル株式会社

170 株式会社FUJIジャパン

171 株式会社シノプス

172 TDSE株式会社

173 日本ホスピスホールディングス株式会社

174 日本グランデ株式会社

175 株式会社アドベンチャー

176 ビリングシステム株式会社

177 SEMITEC株式会社

178 大豊工業株式会社

179 株式会社エージーピー

180 日東ベスト株式会社

181 センコーグループホールディングス株式会社

182 株式会社オプティム

183 レック株式会社

184 HPCシステムズ株式会社

185 ワシントンホテル株式会社

186 株式会社ミクリード

187 株式会社ゼネテック

188 株式会社関通

189 エブレン株式会社

190 東洋ドライルーブ株式会社

191 第一カッター興業株式会社

192 株式会社ベストワンドットコム

193 株式会社ズーム

194 株式会社ジーエヌアイグループ

195 ミライアル株式会社

196 コーナン商事株式会社

197 株式会社リンガーハット

198 YUSHIN株式会社

199 日本アンテナ株式会社

200 虹技株式会社

201 株式会社イチケン

202 山喜株式会社

203 日本信号株式会社



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

204 エクシオグループ株式会社

205 東海染工株式会社

206 株式会社デジタルハーツホールディングス

207 日産証券グループ株式会社

208 旭松食品株式会社

209 藤倉コンポジット株式会社

210 株式会社Sun Asterisk

211 株式会社インターファクトリー

212 バルミューダ株式会社

213 ローランド株式会社

214 株式会社いつも

215 株式会社アールプランナー

216 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス

217 株式会社オキサイド

218 株式会社ネオマーケティング

219 株式会社ラキール

220 株式会社デリバリーコンサルティング

221 シグマ光機株式会社

222 株式会社クレステック

223 シンプレクス・ホールディングス株式会社

224 株式会社プロジェクトホールディングス

225 株式会社ワンキャリア

226 ポエック株式会社

227 株式会社ほぼ日

228 株式会社AB&Company

229 パラカ株式会社

230 テモナ株式会社

231 株式会社ニーズウェル

232 株式会社サクシード

233 株式会社サインド

234 株式会社CS-C

235 Institution for a Global Society株式会社

236 株式会社セキュア

237 北興化学工業株式会社

238 クックビズ株式会社

239 株式会社CaSy

240 株式会社スタメン

241 太洋テクノレックス株式会社

242 清和中央ホールディングス株式会社

243 株式会社JPMC

244 株式会社ブイキューブ



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

245 株式会社ベルク

246 株式会社識学

247 株式会社システムインテグレータ

248 テクミラホールディングス株式会社

249 株式会社アイネット

250 株式会社ニッキ

251 株式会社ヤマト

252 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

253 日本電波工業株式会社

254 カヤバ株式会社

255 曙ブレーキ工業株式会社

256 積水樹脂株式会社

257 株式会社中西製作所

258 那須電機鉄工株式会社

259 ムーンバット株式会社

260 株式会社ワットマン

261 株式会社アーレスティ

262 株式会社ヴィス

263 ANYCOLOR株式会社

264 マイクロ波化学株式会社

265 ホームポジション株式会社

266 株式会社ザッパラス

267 HEROZ株式会社

268 HOUSEI株式会社

269 INTLOOP株式会社

270 ライク株式会社

271 株式会社インテリックス

272 BRUNO株式会社

273 ジャパニアス株式会社

274 株式会社eWeLL

275 株式会社ファインズ

276 リンカーズ株式会社

277 株式会社FIXER

278 株式会社メディア工房

279 株式会社プラップジャパン

280 株式会社トランザクション

281 株式会社スプリックス

282 株式会社キャリアデザインセンター

283 ホウライ株式会社

284 オープンワーク株式会社

285 株式会社jig.jp



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

286 株式会社GENOVA

287 株式会社アソインターナショナル

288 株式会社アルファパーチェス

289 株式会社トップカルチャー

290 株式会社プロレド・パートナーズ

291 株式会社Aiming

292 六甲バター株式会社

293 スパイダープラス株式会社

294 株式会社SHINKO

295 カバー株式会社

296 株式会社ココルポート

297 BBDイニシアティブ株式会社

298 株式会社アサックス

299 阿波製紙株式会社

300 株式会社データ・アプリケーション

301 株式会社Globee

302 株式会社ジーデップ・アドバンス

303 株式会社Macbee Planet

304 株式会社トライト

305 株式会社ネットスターズ

306 株式会社ランドネット

307 株式会社グッドパッチ

308 ARアドバンストテクノロジ株式会社

309 アウトルックコンサルティング株式会社

310 ブルーイノベーション株式会社

311 株式会社魁力屋

312 株式会社ナルネットコミュニケーションズ

313 株式会社シンカ

314 グリーンモンスター株式会社

315 株式会社ダイブ

316 株式会社京写

317 株式会社WOLVES HAND

318 株式会社ライスカレー

319 株式会社Faber Company

320 株式会社コスモス薬品

321 株式会社オプロ

322 株式会社旅工房

323 グロースエクスパートナーズ株式会社

324 株式会社キッズスター

325 株式会社はてな

326 株式会社インターメスティック



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

327 ビジネスコーチ株式会社

328 株式会社コラントッテ

329 インフォメティス株式会社

330 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社

331 株式会社ビースタイルホールディングス

332 株式会社リスキル

333 株式会社アシロ

334 株式会社オンデック

335 スター・マイカ・ホールディングス株式会社

336 株式会社技術承継機構

337 株式会社ブロンコビリー

338 ロードスターキャピタル株式会社

339 株式会社アドウェイズ

340 株式会社カイオム・バイオサイエンス

341 株式会社サイフューズ

342 株式会社TalentX

343 株式会社ダブルエー

344 株式会社LIFE CREATE

345 株式会社瑞光

346 日本管財ホールディングス株式会社

347 株式会社大東銀行

348 株式会社ファルコホールディングス

349 株式会社i-plug

350 株式会社セルム

351 株式会社ソトー

352 株式会社ODKソリューションズ

353 山崎金属産業株式会社

354 東京貿易ホールディングス株式会社

355 互助会保証株式会社

356 富山地方鉄道株式会社

357 北陸観光開発株式会社

358 株式会社西京銀行

359 株式会社佐賀共栄銀行

360 ディー・ティー・ホールディングス株式会社

計　360社



No. 被監査会社等(大会社等）の名称

1 いちごグリーンインフラ投資法人

2 東海道リート投資法人

3 エネクス・インフラ投資法人

4 星野リゾート・リート投資法人

5 大和証券リビング投資法人

6 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

7 東京インフラ・エネルギー投資法人

8 ジャパン・インフラファンド投資法人

1 センコー株式会社

2 日産証券株式会社

3 上田八木短資株式会社

4 国分グループ本社株式会社

5 国分首都圏株式会社

6 株式会社マルハン

7 株式会社立飛ホールディングス

8 JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社

9 いちご地所株式会社

10 吉野石膏ホールディングス株式会社

11 MUFGトレーディング株式会社

12 株式会社タカラレーベン

13 ネットワンシステムズ株式会社

14 富士ソフト株式会社

1 国立大学法人秋田大学

2 国立大学法人大分大学

3 独立行政法人情報処理推進機構

4 国立研究開発法人建築研究所

5 国立研究開発法人土木研究所

6 独立行政法人国民生活センター

計　６社

大会社等合計　388社

金商法監査

会社法監査

その他法定監査

計　８社

計　14社


